市街化調整区域における都市計画法第29条及び第43条に関する建築相談票

１　相談の概要　（※　□内にチェック✓を記入してください）

	提出年月日
	年　　　　月　　　　日

	相談者
（提出者）
	住所
	

	
	氏名
	

	
	電話
	　　　　　　　　　　　　　（携帯）

	相談に係る計画の概要
	相談地の所在地及び地番
（全て記入してください。）
	

	
	道路
（敷地と接する道路）
	□法第４２条第１項に規定する道路
□法第４２条第２項に規定する道路
□法第４３条第２項空地　　□未判定　　□否道路

	
	相談地の面積
	ｍ2　　（面積根拠　□謄本　□測量　）

	
	相談内容
	





	
	建築主
	


	
	土地利用の目的・建築用途
	□一戸建ての住宅　　□その他（　　　　　　　　　　　）

	
	既存建築物の有無
	□有　　　　　　　　□無

	
	敷地の分割の希望
	□有　　　　　　　　□無

	現地調査の事前連絡の有無　※注2
	□必要　　　　　　　□不要

	備考
	


２　添付資料（提出部数　１部）
　別添「添付図書一覧」のとおり

（注意）
	受付欄　※注1

	


１　「受付欄」は記入しないでください。
２　現地の状況を確認するため、職員が現地調査を行う場合があります。
３　この事前相談書に係る許可の回答は、口頭により行います。また、回答内
容は、あくまでも相談時における基準に基づくものであり、今後、基準の
改定等により回答内容どおりとならない場合がありますので、あらかじめご
了承ください。
４　事前相談票の提出後、調整区域課からの連絡に対し、応答がなく、6か月経過したものは廃棄しますので、あらかじめご了承ください。
５　この相談内容の結果については、今後、他の相談者から同一内容の相談があった場合に共有させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

添付図書一覧
※□必ず必要とされる書類　　　◇該当者のみ必要な書類
　　※添付した資料について、□又は◇内にチェック✓を記入してください
□ (1)案内図
※相談の対象となっている区域の境界を赤色で明示してください。

□ (2)公図の写し（写しでも可）
※相談の対象となっている区域の境界を赤色で明示してください。

□ (3)土地・建物　登記事項証明書（登記簿謄本）（写しでも可）
※線引き時の登記の日付が記載された登記事項証明書が必要な場合があります。
　（横浜市における第１回目の線引きは、昭和45年６月10日に決定告示しています。申請地が市街化調整区域となった時点については、都市整備局都市計画課にお問合せください。）

□ (4)iマッピー等による地図情報
（横浜市行政地図情報提供システム　https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/Portal　）
※下記①～④の資料を添付してください。また、各資料には、相談の対象となっている区域の境界を赤色で明示してください。
iマッピー
　      　　 ┗━　都市計画による制限　
┗━　①□　用途地域等　       
┗━　建築・造成等に関する制限
┗━　②□　建築基準法道路種別（指定道路図）
わいわい防災マップ（土砂災害）
　　　　　　┗━　③□ 災害危険マップ（土砂災害）
だいちゃんマップ
┗━　④□　公共下水道台帳図　

□ (5)写真撮影位置図（現況写真の撮影位置・方向を示したもの）
　 ※配置図、現況図、iマッピーの図面など、図面の種類は問いません。

□ (6)現況写真 (写真撮影時期　　　　　年　　　　月　　　　日)
　 ※敷地境界の状況が分かる写真としてください。

◇ (7)建築計画概要書　（相談地内で建築確認の履歴があった場合）
※よこはま建築情報センター（横浜市中区本町6-50-10 市庁舎２階）及びWeb上で閲覧・取得できます。

◇ (8) 建築確認申請台帳記載証明書　（相談地内で建築確認の履歴があった場合）
　　※よこはま建築情報センター（横浜市中区本町6-50-10 市庁舎２階）で閲覧・取得できます。

◇ (9)航空写真　（線引き時の建築物の確認時等で使用する場合があります）

◇ (10)その他市長が必要と認める書類
（Ａ４）
